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域外からの搬
入に対して、
事前協議や事
前届出が必要 

条例等で実地
確認を実施 

太陽光発電パ
ネルの処分に
関する規制等

あり 

岡山市 ○ × × 

政令市 １１ ８ １ 

公益社団法人リース事業協会「産業廃棄物処理行政に関する調査結果」（2022年 6 月 9日）から作成 

①建物北側の芝生は非常に広大 

 

 

④広大な集会所にどれだけの空調が必要か 

 

③町内会が購入した草刈り機

 

⑤窓は特注で通常のカーテンは設置不可 

 

資料１ 産廃処分に関する規制の強化を 

②広場だけでなく、駐車場の間も手入れの範囲 

 

資料２ 北長瀬みずほ住座 芝生、集会所の現状 

第 63条 市長は，住宅管理人を置くことができる。 

2 住宅管理人は，修繕すべき箇所の報告等，入居

者との連絡の事務を行う。 

3 前 2項に規定するもののほか，住宅管理人に関

し必要な事項は，市長が別に定める。 

 

(指定管理者による管理等) 

第 65条 市営住宅及び共同施設の管理に関する業

務のうち，次に掲げるものについては，地方自治法

第 244 条の 2 第 3 項の規定により，市長が指定す

るもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるこ

とができる。 

(1) 市営住宅及び共同施設の維持管理に関する

業務 

(2) その他市営住宅及び共同施設の管理上市長

が必要と認める業務 

 

資料３ 市営住宅条例の規定 
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資料４ 大光寺の保全に向けて 

県指定重要文化財（建造物） 

大光寺霊廟 

大光寺は、足守藩主木下家の菩提寺

で臨済宗寺院である。霊廟の建築年

代は不明であるが、廟内に吊された

金銅製灯籠に元禄 12 年（1699）の

銘がある。平面は、桁行三間、梁間

二間、屋根は入母屋造、桟瓦葺、正

面に切妻造の向拝が付く。内部は、

前半を外陣、後半を内陣とし、霊牌

壇を設置している。外観は、正面三

間と東側面一間に腰付障子を入れ、

他は漆喰壁の簡素な仕上げとなっ

ている。 

岡山県「県指定文化財一覧」より 

 

 

市指定記念物（史跡） 

足守藩主木下家墓所 

大光寺の裏山にあり、歴代藩主のほ

か子女および利玄の父利永など一

族の墓塔が総計 30 基あり、２基の

石造燈籠もある。 

「岡山市文化財目録」より 

 

 

 

足守観光協会作成 


